
２０２３年 ＯＰ級 琵琶湖ユースレガッタ秋季大会 
帆走指示書（ＳＩ） 

Ver. 2: 2023/10/21 

1. 適用規則 

(1) 本大会はセーリング競技規則（以下 RRS）に定義された規則を適用する。 

(2) 本大会は RRS付則 Pを適用する。 

(3) 各規則等において矛盾する事項が生じた場合は当帆走指示書を優先する。 

2. 責任の所在 

(1) 競技者は、各自の責任において参加しなければならない。 

(2) 主催者及び本大会に関与するその他全ての団体、ならびにこれらに属する役員、スタッフ

は、陸上又は海上において発生した人及び物の障害、破損に対する責任は一切負わないも

のとする。 

3. 公式掲示板 

競技者への通告は LINEオープンチャットを用いて掲示する。 

 

 

オープンチャット「琵琶湖ユース 2023」

https://line.me/ti/g2/9bmQTykNDAIwj4btB_s26mdfwhDPbwmKyOzRAw?utm_source=invi

tation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default 

 

https://line.me/ti/g2/9bmQTykNDAIwj4btB_s26mdfwhDPbwmKyOzRAw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/9bmQTykNDAIwj4btB_s26mdfwhDPbwmKyOzRAw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


4. コロナ感染拡大防止対策 

(1) 本大会参加者（競技者、コーチ、保護者）はレース委員会が指示する新型コロナウイルス

感染拡大防止対策に従わなければならない。具体的な対策については公式掲示板で別途指

示する。 

(2) 発熱やせきなどコロナ感染疑い症状などのある者に対してレース委員会はハーバーへの立

ち入り、レースへの出場を断ることができる。 

5. 参加申し込み 

参加資格を有するものは受付を完了する事によって参加出来る。参加資格はレース公示の通り。 

6. 帆走指示書への変更及び競技者への通告 

(1) 帆走指示書の変更及び競技者への通告は公式掲示板に掲示する。 

(2) 帆走指示書の変更はそれが発効する当日の最初のレースのスタート予定時刻 60分前まで

に公示する。 

7. 陸上で発せられる信号(レース信号の追加) 

(1) 陸上で発せられる信号は陸上本部前に掲揚される。 

(2) 音響１声と共に掲揚される D 旗は、「選手はレースエリアに向かいなさい。最初の予告

信号は D旗掲揚の 30分以降に発せられる。」ことを意味する。艇は、この信号が発せら

れるまで、離岸してはならない。 

8. 海上で発せられる信号（レース信号の追加） 

スタートライン又はフィニッシュラインに位置する運営艇、またはその他の運営艇に「N／H」

旗、「N／A」旗「AP／A」旗、「AP／H」旗が掲揚された時、レース信号に定められたそれぞ



れの意味に「全艇、直ちに帰港し帰着申告をせよ。」を付け加える。（RRSレース信号の修正） 

  



9. レースの日程 

2023年 10月 21日（土） 

 ９：００～ ９：３０ 受付 

 ９：３０ 開会式・ブリーフィング 

 １０：５５  最初のレースの予告信号 

引続きレースを行う※ 

2023年 10月 22日（日） 

 ８：３０ ブリーフィング 

 ９：２５ 最初のレースの予告信号 

引き続きレースを行う※ 

14:00をすぎての予告信号は発しない 

 １６：００ 表彰式・閉会式（レースが早く終了した

場合は開始を早める場合がある。） 

※１つのレースまたは一連のレースが間もなく始まることを艇に注意を喚起するために、予告信

号を発する最低５分以前に、音響１声とともにオレンジ色のスタートライン旗を掲揚する。 

 

10. クラス旗 

白地に黒のＯＰクラスマーク 



11. コース 

S  1  1a  2  1  1a  2  F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) オフセットマーク 1aはマーク 1 から 20m程度の距離に内角 80°程度の位置に設置す

る。 

(2) 下りレグおよび 2回目の上りレグにおいて本部艇と赤マークの間を通る必要はない。

（通っても良い。） 

(3) スタート後 5分以降に赤マークを移動してフィニッシュラインを設定する。フィニッシ

ュの本部艇ポールの旗は青色旗となる。 

12. タイムリミット 

先頭艇がコースを帆走してフィニッシュした後 20分以内にフィニッシュしない艇は、審問なし

に DNFと記録される。（RRS 35、A４、A５の変更） 

マーク 1 オフセットマーク 
１a 

 

マーク 2 

本部艇 
スタートライン S 

フィニッシュライン F 



13. マーク 

マーク１・マーク２は、黄色の角柱マークとする。 

マーク１のオフセットマーク(1a)はオレンジ色の球形マークとする。 

14. スタートライン 

(1) スタートラインはスターボードエンドに位置する本部艇のオレンジ色の旗を揚げたマスト

又はポールとポートエンドに位置する赤色の角柱マークの間とする。 

(2) 艇はスタート信号後４分を経過した後にスタートしようとする艇は、審問なしに DNSと

記録される。（RRS A4の変更） 

15. リコールとゼネラル・リコール 

(1) 個別のリコールがあった場合は RRS 29.1(個別リコール)に従い信号を発する。又、U

旗・黒色旗が準備信号として掲揚された場合には、信号は発せられない。X旗の降下はリ

コ－ル艇の全てがリコールを解消するか、スタート信号後４分とする。（RRS 26の変

更） 

(2) ゼネラル・リコールがあった場合は RRS 29.2（ゼネラル・リコール）に従い信号を発す

る。 

(3) ゼネラル・リコール信号の発せられた後、新たな予告信号は第１代表旗の降下１分後に発

する。（音響信号１声） 

(4) RRS 30.1（I旗規則）が適用される場合はレース信号 I旗 に従い信号を発する。 

(5) RRS 30.3（U旗規則）が適用される場合はレース信号 U旗に従い信号を発する。ただ

し、U旗規則適用範囲を(7)に示す範囲とする。(RRS 30.3の変更) 

(6) RRS 30.4（黒色旗規則）が適用される場合はレース信号黒色旗に従い信号を発する。

RRS 30.4（黒色旗規則）が適用され、且つゼネラル・リコール信号が発せられた場合、

RRS 30.4に抵触し失格となった艇のセール番号を本部艇に掲示する。セール番号を掲示



された艇はそのレースで帆走してはならず速やかにコースサイド及びスターティングライ

ン付近から離れる事。黒色旗規則適用範囲は(7)に示す範囲とする。(RRS30.4の変更) 

(7) U旗又は黒色旗が準備信号として掲揚された場合には、スタート信号前の 1分間に、艇

体、乗員、または装備の一部でも、下図に示す本部艇のオレンジ色旗を掲げたマスト又は

ポールと、最初のマーク及びその延長線、及びスタートラインとそのポートエンド延長線

で挟まれた範囲の中にあってはならない。（RRS 30.3, 30.4の変更） 

16. スタート後のコース変更 

スタート後のコース変更は行なわない。（RRS 33の変更） 

17. スタート後のレースの中止又はコースの短縮 

(1) レース委員会は、いつでも、いかなる場合でもレースの中止、又はコースの短縮を行うこ

とが出来る。 

(2) レース中にコース短縮する時は運営艇に S旗を掲げ、音響２声を発する。 

(3) コース短縮の場合は、先頭艇のヨットがこれから回航しようとしているマークと青色旗を

掲げた運営艇の S旗のポールの間をフィニッシュラインとする。 

スタートライン 

「黒色旗」および「U旗」 

適用範囲 

１マーク 



18. フィニッシュ 

フィニッシュラインは青色旗を揚げた本部艇の青色揚げたマスト又はポールと赤色の四角柱マー

クの間とする。コースの全マークを回航後、本部艇を右に見てフィニッシュする事。 

19. 抗議と救済の要求 

(1) 抗議しようとする艇は、最初の適当な機会に相手艇に対し、｢プロテスト｣と声を掛け、フ

ィニッシュ後は、フィニッシュラインに位置するレース委員会艇に口頭で被抗議艇のセー

ル番号と抗議の意志を伝えなければならない。（RRS 61.1の変更） 

(2) 抗議および救済の要求は陸上本部で入手しうる書式に記入の上、その日の最終レース終了

後６０分以内に提出する事。但しプロテスト委員会の裁量により時間を延長する事が出来

る。抗議締め切り時刻については公式掲示板に掲示する。（RRS 61.3の変更） 

(3) レース委員会、プロテスト委員会からの抗議は抗議締め切り時間以内に公式掲示板に抗議

する旨を掲示する。（RRS 61.1の変更） 

(4) 抗議締め切り時間後 15分以内に抗議の当事者、証人を公式掲示板に掲示する。（RRS 

63.2の追加） 

(5) 抗議の当事者、証人は審問に出席するため、陸上本部前に待機している事。（RRS 63.3

の追加） 

20. 大会の成立 

レースは最大で８レースを予定する。１レースの完了で本大会は成立する。 

21. 得点 

得点は RRS付則 A４の低得点方法を適用する。4回以上のレースが完了した場合はその艇の最も

悪い得点を除外した得点合計とする。但し、RRSが定める除外できないペナルティは除外できな

い。 



22. タイの解消 

RRS付則 A８（シリーズでのタイ）に従い解消する。 

23. 失格に変わるペナルティ 

(1) 第２章の規則違反に対するペナルティとして RRS 44.1「２回転ペナルティ」を適用す

る。 

(2) 規則 42違反に対する即時のペナルティとして付則 Pを適用する。 

(3) プロテスト委員会は RRS 42に違反した艇のセールナンバーを抗議の締め切り時間内に

公式掲示板に掲示する。 

24. 出艇及び帰着の申告 

レースに出場する艇は出艇前に、出艇申告をしなければならない。帰着後（延期又は中止の場合

も含む）直ちに、かつ、当日の最終レース終了後 60分以内に帰着申告をすること。なお、帰着

の締め切り時間はレース委員会の裁量により変更することがある。 

25. レースの棄権 

レースを棄権またはその他の理由でレースエリアを離れる場合は出来る限り海上の運営にその旨

を伝える事。帰着後は速やかに陸上本部に報告する事。 

26. 安全 

(1) 競技者は離岸してから着岸するまで有効な救命具をつけていなければならない。有効な浮

力を有するライフジャケットを着用し、ホイッスルを着衣にラニヤードで取り付けなけれ

ばならない。（RRS 40の変更） 

(2) レース委員会は選手の意志に関係なく救助する事がある。これを理由に救済の要求は出来

ない。（RRS 62.1の追加） 



(3) 主催者は選手の安全確保に配慮しながら運営するが、安全の責任は保護者、および各艇に

ある。出艇するか、レースを継続するかどうかは保護者および各艇で判断すること。 

27. 無線通信 

艇は、レース中無線通信を行ってはならず、またすべての艇が利用できない無線通信を受信して

はならない。この制限は、携帯電話にも適用する。 

28. クラブ支援艇 

(1) クラブ支援艇を出す場合は、必ず陸上本部に申告しなければならない。 

(2) 支援艇は、レース委員会支給の旗を常時掲示しなければならない。 

(3) 支援艇は、準備信号の時刻から全ての艇がフィニッシュするまでレースエリアの外側にい

なければならない。但し、レース委員会が認めた場合はこの限りではない。 

(4) レース委員会から要請があった場合は、選手の艇の曳航および救助を支援しなければなら

ない。 

(5) レース委員会から全支援艇に対する救助活動の要請は、レース委員会艇に F旗を掲揚して

通告する。F旗掲揚時はレースエリアに入って、安全の監視、必要に応じて救助活動を行

う。但し、レースが継続されている場合はレース艇の妨害にならないように注意するこ

と。 

29. 賞 

「レース公示」通り。 

以上 
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